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北海道開発局（１ヵ所：札幌）北海道開発局（１ヵ所：札幌）

【業務内容】
・北海道開発局全体の監理・運営事務
・以下に掲げる各種建設工事の実施計画管理事務等を処理
・国道の整備・管理等
・一級河川の整備・管理等
・港湾・空港の整備等
・建設業の管理監督等
・官庁施設の整備等
・農業に係る土地改良事業等

北海道開発局関係

開発建設部 （１１カ所）開発建設部 （１１カ所）

【業務内容】
工事の施工・監督、道路・河川の維持管理等
を行う現場の最前線機関（比較的事業量の多
い地域の拠点に配置）。

【組織概要】
河川 １３ヵ所
道路 ２６ヵ所
河川・道路 ２ヵ所
港湾・空港 １１ヵ所
農業 １０ヵ所
公園 １ヵ所

事務所（６３カ所）事務所（６３カ所） 事業所等（６５カ所）事業所等（６５カ所）

【業務内容】
工事の施工・監督、道路・河川の維持管理等
を行う現場の最前線機関（比較的少ない事業
量を所管。機動的に改廃）。

【組織概要】
河川・ダム ２３ヵ所
道路 ２２ヵ所
港湾・空港 ７ヵ所
農業 １３ヵ所

【組織概要】
開発監理部、事業振興部、建設部、港湾空港部、農業水産部、営繕部

【業務内容】
・総務、人事、契約等に加え、調査・計画、用地取得等の事業横断的な事務を処理

【組織概要】
札幌、石狩川、函館、小樽、旭川、室蘭、釧路、帯広、網走、留萌、稚内
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北
海
道
開
発
局
の
主
要
業
務
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北
海
道
開
発
局
本
局
の
業
務

・
北
海
道
開
発
計
画
の
調
査
・
推
進

北
海
道
総
合
開
発
計
画
の
調
査
・
推
進

・
建
設
業
の
許
可
等
に
関
す
る
事
務

・
宅
地
建
物
取
引
業
の
免
許
に
関
す

る
事
務

・
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
及
び
管
理

業
務
主
任
者
の
登
録
に
関
す
る
事

務
等

・
企
画
、
政
策
立
案
に
係
る
調
査

・
事
業
実
施
に
係
る
基
本
的
な
構
想
、
計
画
検
討

・
公
共
用
財
産
の
管
理
、
処
分
に
関
す
る
調
査
、
計
画
検
討

・
公
物
管
理
に
関
す
る
規
則
、
基
準
等
の
策
定

・
用
地
補
償
等
の
実
施
方
針
策
定

・
用
地
補
償
等
に
関
す
る
調
査
算
定
基
準
作
成

・
設
計
積
算
基
準
等
の
策
定

・
工
事
監
督
、
監
査
等
の
基
準
策
定

等

基
準
・
要
領
等
の
策
定

建
設
業
の
指
導
・
監
督
等

全
道
的
な
基
準
・
要
領
・
計
画
等
の
策
定
、
調
査
・
計
画
・
推
進
・
助
成
等

・
都
市
計
画
の
同
意

・
都
市
計
画
事
業
の
認
可

・
住
宅
市
街
地
総
合
整
備
事
業
等

へ
の
認
可

等

都
市
計
画
・
住
宅
等
の
認
可

・
補
助
事
業
（
河
川
・
道
路
・

公
園
・
下
水
道
、
街
路
、
公

営
住
宅
、
港
湾
、
農
業
、
水

産
等
）
へ
の
補
助
金
等
に
関

す
る
事
務

事
業
横
断
的
な
総
合
調
整
・
指
導
・
監
督
等

国
土
交
通
省

（
北
海
道
局
・
関
係
各
局
）

農
林
水
産
省

北
海
道
開
発
局
本
局

開
発
監
理
部
・
事
業
振
興
部

建
設
部
・
港
湾
空
港
部

農
業
水
産
部
・
営
繕
部

開
発
建
設
部

地
方
公
共
団
体
等

（
北
海
道
・
札
幌
市
等
）

指
揮
・
監
督

指
揮
・
監
督

報
告
等

調
整
・
許
認
可
・
助
成

報
告
等

・
官
庁
施
設
の
整
備

等

営
繕
事
業

補
助
金
交
付
事
務

直
轄
事
業
等
関
連
業
務

調
査
・
計
画
・
推
進
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北
海
道
開
発
局

開
発
建
設
部
の
業
務

１
開
発
建
設
部
当
た
り
の
平
均
職
員
数
約
２
６
０
人

災
害
時

被
災
現
場

避
難
勧
告
発
令

北
海
道
開
発
局

指
示

情
報
提
供

技
術
支
援

情
報
提
供

応
援
要
請

報
告

開
発
建
設
部

自
治
体
等

応
援

平
常
時

用
地
補
償
等
交
渉

公
正
な
補
償

額
を
算
定
し

、
昼
夜
を
問

わ
ず
何
度
も

交
渉
。

長
期
化
の
場

合
は
土
地
収

用
。

計
画
・
地
域
連
携

河
川
、
道
路
、
港
湾
、
農
業
等
の
整
備
計
画
は

住
民
説
明
、
環
境
ア
セ
ス
及
び
事
業
評
価
等
を

実
施
し
決
定
。
ま
た
、
地
域
と
の
連
携
を
図
り
、

協
働
に
よ
る
施
策
を
展
開
。

設
計
調
整
、
構

造
計
算
の
チ
ェ

ッ
ク
・
法
令
等

に
基
づ
く
技
術

審
査

工
事
の
品
質
を
確
保
す
る
た
め
、
厳
格
な
監

督
・
検
査
の
実
施
。
ま
た
、
通
行
規
制
等
の

警
察
協
議
や
苦
情
に
頻
繁
に
対
応

工
事
監
督
・
検
査

管
理

法
令
等
に
基
づ
く
適
正

な
管
理

事
務
所
等

事
務
所
等

指
示

報
告
等

指
導
・
監
督
等

報
告
等

設
計
・
積
算
・
審
査
・
発
注

直
轄
区
間
管
理
延
長

河
川
：
約
２
，
１
０
０
ｋ
ｍ

Ｈ
１
７
直
轄
実
施
数

港
湾
：
３
２
港

公
園
：
１
箇
所

漁
港
：
３
３
港

道
路
：
約
６
，
５
０
０
ｋ
ｍ

空
港
：
５
港

農
業
：
７
６
地
区
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１
河
川
事
務
所
あ
た
り
の
管
理
延
長
（
河
川
事
務
所
・
事
業
所
の
み
）
：
約
９
７
ｋ
ｍ

※
河
川
事
務
所
・
事
業
所
か
ら
管
理
す
る
河
川
の
最
遠
点
ま
で
の
到
達
時
間
は
平
均
約
８
０
分

平
常
時

災
害
時

堤
防
、
水
門
等
の
施
設
点
検
、
不
法
投
棄
・
占
用
等
の
巡
視
。

異
常
が
発
見
さ
れ
た
場
合
は
速
や
か
に
復
旧
等
の
措
置

防
災
関
係
機
関
が
連
携
し
て
、
洪
水
時
の
危
険
個
所
、
重
点
箇
所

等
の
確
認
、
点
検

防
災
関
係
機
関
が
連
携
し
て
、
洪
水
時
に
備
え
た
実
践
的
な
訓
練
を
実
施

事
業
説
明
会

計
画
立
案
、
事
業
実
施
に
先
立
ち
、

そ
の
必
要
性
、
実
施
内
容
を
地
域
、

関
係
機
関
に
説
明
、
意
見
交
換

適
切
な
河
川
管
理
の
実
施

開
発
建
設
部
河
川
事
務
所
等
の
業
務

１
事
務
所
当
た
り
の
平
均
職
員
数
約
１
５
人

住
民
参
加
に
よ
る
川
づ
く
り
の
検
討
な
ど
、
地
域
に
お
け
る
河

川
と
の
良
い
関
係
を
構
築

地
域
住
民
と
の
意
見
交
換

工
事
の
品
質
を
確
保
す
る
た
め
、

厳
格
な
監
督
・
検
査
を
実
施

工
事
監
督
等

河
川
・
海
岸
巡
視
パ
ト
ロ
ー
ル

重
要
水
防
箇
所
等
の
点
検
パ
ト
ロ
ー
ル

水
防
演
習
・
防
災
訓
練

水
防
活
動
へ
の
指
導
、
支
援

ポ
ン
プ
車
等
の
災
害
対
策
車
出
動
、

水
防
活
動
支
援

ダ
ム
操
作
に
よ
る
下
流
洪
水
被
害
、

流
木
被
害
の
軽
減

海
岸
堤
防
等
の
災
害
復
旧

河
川
管
理
施
設
の
応
急
、
災
害
復
旧

火
山
噴
火
時
の
災
害
対
策

（
情
報
伝
達
、
避
難
支
援
、
災
害
復
旧
等
）

被
災
状
況
把
握
、
安
全
確
保
、
応
急
復
旧
の
計
画
実
施
等

洪
水
予
報
、
情
報
収
集
,本
部
報
告
,情
報
の
周
知
、
市
町
村
等
へ
の
助
言

設
計
、
積
算
等

委
託
に
よ
り
作
成
し
た
設
計
図
、
数
量
計
算

の
チ
ェ
ッ
ク
。
コ
ス
ト
縮
減
や
品
質
確
保
の

た
め
の
技
術
審
査

河
川
の
現
況
調
査
・
評
価

災
害
時
の
現
況
把
握
と
被
災
状
況
確
認
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１
道
路
事
務
所
あ
た
り
の
管
理
延
長
（
道
路
事
務
所
・
維
持
事
業
所
の
み
）
：
約
１
４
５
ｋ
ｍ

※
道
路
事
務
所
・
事
業
所
か
ら
管
理
す
る
道
路
の
最
遠
地
点
ま
で
平
均
約
６
０
ｋ
ｍ 被
災
状
況
把
握
、
安
全
確
保
、
応
急
復
旧

の
計
画
実
施
等

落
石

雪
崩

現
地
確
認

復
旧
検
討

仮
復
旧
・
供
用

情
報
の
周
知

工
事
の
監
督
業
務

住
民
説
明
会

通
行
規
制
の
実
施

苦
情
処
理
、
相
談
窓
口

施
設
点
検

冬
期
除
雪

パ
ト
ロ
ー
ル

道
路
占
用
申
請
窓
口

１
事
務
所
当
た
り
の
平
均
職
員
数
約
２
０
人

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

み
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

住
民
と
と
も
に
考
え
ま
す

道
路
の
調
査
・
計
画
・
工
事
の
実
施

工
事
内
容
を
お
知
ら
せ
し

用
地
交
渉
を
行
い
ま
す

道
路
の
管
理

夏
・
冬
２
４
時
間
の
通
行
確
保
、
道
路
に
関
す
る
苦
情
対

応
、
構
造
物
の
保
全
な
ど
安
全
安
心
を
確
保
し
ま
す

設
計
・
積
算
等

工
事
実
施
の
た
め
、
設
計
･積

算
・
工
事
発
注
を
行
い
ま
す

対
外
協
議

関
係
機
関
と
の
協
議
を

行
い
ま
す

品
質
管
理
、
工
程
管
理
な
ど

現
場
監
督
業
務
を
行
い
ま
す

平
常
時

災
害
時

情
報
収
集
・本
部
報
告

調
査
・
計
画

環
境
調
査
、
ル
ー
ト
の

検
討
を
行
い
ま
す

斜
面
等
の
防
災
点
検

防
災
訓
練

路
面
の
維
持
・
補
修

開
発
建
設
部
道
路
事
務
所
等
の
業
務
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災
害
発
生
時
に
は
、
被
災
状
況
の

把
握
や
港
湾
利
用
へ
の
影
響
の

有
無
を
技
術
的
に
確
認
し
、
関
係

者
へ
迅
速
に
情
報
提
供

地
域
の
経
済
活
動
に
支
障
を
与
え
な

い
よ
う
応
急
復
旧
工
事
の
実
施

災
害
復
旧
に
当
た
っ
て
の
復
旧
工
法

の
検
討
、
復
旧
工
事
の
実
施

開
発
建
設
部
港
湾
事
務
所
等
の
業
務

１
事
務
所
当
た
り
の
平
均
職
員
数
約
１
５
人

災
害
時

港
湾
等
の
整
備
計
画
は
、
港
湾
管
理
者
と
の
調
整
、

住
民
説
明
や
事
業
評
価
等
を
実
施
し
決
定

整
備
計
画
に
基
づ
き
、
構
造
物
の
断
面
決
定

や
工
事
発
注
に
当
た
っ
て
の
積
算
、
コ
ス
ト
縮

減
や
品
質
管
理
の
た
め
の
技
術
審
査
の
実
施

し
、
工
事
を
発
注

工
事
の
品
質
を
確
保
す
る
た
め
、
厳
格
な
監
督
・

検
査
を
実
施

工
事
に
伴
う
安
全
確
保
の
た
め
航
行
規
制
の
海

上
保
安
部
協
議
等
を
実
施

事
業
説
明
会

設
計
・
積
算
等

平
常
時

竣 工 ・ 供 用 開 始 へ

改
正

SO
LA

S条
約
に
基
づ
き
、
重
要
港

湾
に
お
け
る
テ
ロ
や
犯
罪
の
未
然
防
止
を

確
保
す
る
た
め
、
港
湾
施
設
の
保
安
に
関

す
る
評
価
や
保
安
規
程
の
作
成
に
関
す

る
指
導
、
保
安
措
置
に
関
す
る
報
告
の
徴

収
と
立
ち
入
り
検
査
の
実
施
、
さ
ら
に
港

湾
管
理
者
等
と
共
同
し
て
保
安
訓
練
な
ど

を
実
施 港
湾
の
保
安
対
象
施
設
数

（
国
際
航
海
船
舶
が
使
用
す
る
岸
壁
）

１
３
１
施
設
（
H

17
/1

1現
在
）

港
湾
に
お
け
る
保
安
の
確
保

港
湾
の
保
安
対
策

工
事
監
督
等

北
海
道
開
発
局
が
所
管
す
る
国
有
港
湾

施
設
の
技
術
的
な
調
査
と
評
価
を
実
施

国
有
港
湾
施
設
数
（
防
波
堤
、
岸
壁
等
）
１
８
０
０
施
設
（
H

18
/1
現
在
）

港
湾
の
保
全
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１
事
務
所
当
た
り
の
平
均
職
員
数
約
２
０
人

災
害
時

平
常
時

工
事
計
画
説
明
は
、
受
益
農
家
の
み
な
ら
ず
、
地
域
住
民
説
明

も
含
め
実
施
。
近
年
、
環
境
配
慮
な
ど
対
象
者
が
広
範
。

ま
た
、
昼
夜
・
休
日
を
問
わ
ず
何
度
も
説
明
・
交
渉
。
特
に

農
家
対
応
は
農
作
業
が
あ
る
た
め
、
夜
間
が
主
｡

工
事
計
画
説
明

実
施
地
区

関
係
総
受
益
数
３
６
，
２
８
７
人

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
の
技
術
的
対
応
、
数
量
計
算
の
チ
ェ
ッ
ク
。

多
様
な
入
札
に
対
応
し
た
業
務

農
業
農
村
整
備
事
業
は
、
農
業
用
水
の
使
用
し
て

い
な
い
時
期
（
９
月
以
降
）
の
現
場
対
応
と
な
る

た
め
、
監
督
業
務
は
冬
場
に
集
中
す
る
。

高
度
な
技
術
に
裏
打
ち
さ
れ
た
ダ
ム
、

頭
首
工
な
ど
の
施
設
管
理
・
操
作

災
害
に
見
舞
わ
れ
た
国
営
造
成
施
設

の
復
旧
に
関
す
る
打
ち
合
わ
せ

被
災
状
況
把
握
、
安
全
確
保
、
応
急
復

旧
の
計
画
実
施
等

農
地
の
浸
水
、
掘
削

農
道
法
面
の
崩
壊

水
路

設
計
・
積
算
等

工
事
計
画
説
明
会

工
事
監
督
等

直
轄
管
理

開
発
建
設
部
農
業
事
務
所
等
の
業
務
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北
海
道
開
発
局
に
お
け
る
業
務
に
つ
い
て

【
例
】
工
事
実
施
に
係
る
主
な
業
務
の
流
れ

企
画
・
事
業
計
画

実
施
調
査

用
地
取
得

工
事
実
施
箇
所
の
周
辺
住
民
、

関
係
機
関
に
工
事
内
容
等
を
事

前
に
説
明
し
、
合
意
形
成
を
図
る
。

周
辺
住
民
の
意
見
・
要
望
等
を

踏
ま
え
、
工
法
や
設
計
に
反
映
さ

せ
る
。

地
形
・
地
質
や
動
植
物
な
ど
の

現
地
調
査
、
デ
ー
タ
整
理
、
資
料

収
集
等
を
実
施
す
る
。

用
地
取
得
に
関
す
る
物
件
調
査

や
測
量
調
査
を
実
施
す
る
。

地
権
者
と
交
渉
を
行
い
、
用
地

買
収
等
に
つ
い
て
同
意
を
得
る
。

工
事
行
程
を
調
整
し
、
発
注
計

画
を
策
定
す
る
。

現
地
条
件
・
コ
ス
ト
縮
減
等
を
勘

案
し
た
最
適
な
構
造
や
工
法
を

検
討
す
る
。

関
係
機
関
と
の
調
整
や
、
工
事

に
関
す
る
地
元
説
明
を
行
う
。

計
画
・
設
計
・
協
議

管
理
・
危
機
管
理

施
工
(監
督
･
検
査
)

積
算

施
工
(発
注
)

適
切
な
品
質
と
出
来
型
を
確
保

す
る
た
め
、
必
要
な
検
査
や
確
認

等
を
行
う
。

工
事
実
施
に
関
連
す
る
周
辺
住

民
、
関
係
機
関
と
の
調
整
等
を
行

う
。 工
事
特
性
に
応
じ
た
入
札
条
件

を
設
定
し
、
公
告
文
等
の
作
成
を

行
う
。

参
加
希
望
者
か
ら
提
出
さ
れ
た

技
術
提
案
に
つ
い
て
審
査
を
行

い
、
価
格
と
技
術
力
を
総
合
的
に

評
価
す
る
。

現
地
条
件
や
工
法
に
応
じ
、
積

算
に
必
要
な
資
料
を
作
成
す
る
。

予
定
価
格
、
特
記
仕
様
書
、
契

約
図
面
、
数
量
計
算
書
等
の
契

約
図
書
の
作
成
な
ら
び
に
審
査

を
行
う
。
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日
常
巡
視
等

災
害
時
の
危
機
対
応

北
海
道
開
発
局
に
お
け
る
業
務
に
つ
い
て

ゴ
ミ
の
不
法
投
棄
、
管
理

施
設
の
状
況
等
河
川
に
異

常
が
な
い
か
把
握
す
る
と

と
も
に
現
地
行
政
指
導
等

を
実
施
す
る

平
常
時
の
管
理

ダ
ム
、
樋
門
、
排
水
機
場

等
の
河
川
管
理
施
設
の
維

持
及
び
修
繕
を
行
い
適
切

な
管
理
状
態
と
す
る

堤
防
の
状
況
、
洪
水
流
の
状
況
、

護
岸
樋
門
等
の
河
川
管
理
施
設

等
の
状
況
、
浸
水
状
況
等
に
つ
い

て
委
託
等
を
活
用
し
て
情
報
を
収

集
。
職
員
が
現
場
確
認
の
上
、
判

断
、
指
示
を
行
う
。

出
水
時
等
巡
視

雨
量
、
水
位
等
の
予
測
判
断
の
も
と
、

気
象
台
と
共
同
し
て
予
警
報
を
発
令
す

る
等
の
行
政
責
任
を
伴
う
業
務
を
職
員

が
実
施
。洪
水
予
報
等

出
水
時
等
に
現
地
で
必
要
な

応
急
的
な
対
応
に
つ
い
て
の

判
断
及
び
指
示
は
職
員
が
実

施
。
作
業
等
に
つ
い
て
は
委
託
。

応
急
対
策

ダ
ム
等
の
洪
水
調
節
施
設
の

操
作
は
職
員
が
実
施
。
補
助

的
業
務
及
び
そ
の
他
の
施
設

等
に
つ
い
て
は
委
託
。

施
設
管
理

被
災
状
況
の
把
握
や
工
法
の
決
定
等
の
意

志
決
定
に
係
る
業
務
は
職
員
が
実
施
。
そ
の

指
示
に
従
い
、
必
要
と
な
る
検
討
や
実
際
の

作
業
、
工
事
の
実
施
に
つ
い
て
は
委
託
。

応
急
復
旧

水
防
支
援

出
水
時
の
排
水
ポ
ン
プ
車
の
派
遣
、
資
機
材
や
情
報

の
提
供
等
の
水
防
支
援
に
つ
い
て
の
判
断
、
指
示
は

職
員
が
実
施
。
実
際
の
支
援
作
業
は
委
託
。

洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の

作
成
や
地
域
の
防
災
情

報
ネ
ッ
ト
の
構
築
に
向
け

た
支
援
に
よ
り
防
災
力

（
自
助
・
共
助
）
の
向
上
を

目
指
す

【
例
】
危
機
管
理
に
係
る
主
な
業
務
（
河
川
の
ケ
ー
ス
）

自
治
体
等
と
の

連
絡
調
整

自
治
体
な
ど
の
防
災
関
係

機
関
に
対
し
出
水
状
況
や

避
難
等
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ

ス
、
防
災
連
携
に
関
す
る
連

絡
調
整
等
を
職
員
が
実
施
。

報
道
機
関

対
応

出
水
状
況
や
被

災
、
緊
急
対
応

の
状
況
等
に
つ

い
て
取
材
対
応

ま
た
は
情
報
提

供
等
に
つ
い
て

職
員
が
実
施
。

日
常
巡
視
等

地
域
の
防
災
力
向
上
支
援

施
設
の
維
持
補
修
等

行
政
判
断
・
行
政
責
任
等
が
求
め
ら
れ
る
業
務
は
職
員
自
ら
が
当
た
り
、
そ
れ
以
外
の
補
助
的
・
単
純
業
務
は
民
間
等
へ
委
託
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北
海
道
開
発
局
に
お
け
る
民
間
委
託
の
現
況
に
つ
い
て

地
形
・
地
質
や
動
植
物
な
ど
の
現
地
調
査
、
デ
ー
タ
整
理
、
資
料
収
集
等

事
業
計
画
に
関
わ
る
地
元
説
明
、
河
川
整
備
基
本
方
針
・
整
備
計
画
の
策
定
、

幹
線
道
路
網
計
画
の
関
係
機
関
調
整
等

委
託
不
適

委
託
可

調
査 企
画

, 事
業
計
画

, 実
施
調
査

現
地
調
査
、
土
地
・
建
物
登
記
簿
調
査
、
土
地
等
の
測
量
、
物
件
調
書
の
作

成
、
補
償
金
額
の
積
算
等

用
地
の
取
得
や
事
業
損
失
補
償
等
に
関
す
る
地
権
者
と
の
交
渉

委
託
不
適

委
託
可

用
地 用
地
取
得

設
計
図
面
の
作
成
、
積
算
の
数
量
と
り
ま
と
め
、
発
注
図
面
の
整
理
、
現
場

施
工
監
督
の
補
助
等

工
事
予
算
の
配
分
、
工
事
着
手
時
期
の
決
定
、
関
係
機
関
調
整
、
工
事
に
関

わ
る
地
元
説
明
、
工
事
の
監
督
・
検
査
等

委
託
不
適

委
託
可

工
務 計
画

, 設
計

, 協
議

, 積
算

, 施
工

河
川
、
道
路
の
パ
ト
ロ
ー
ル
や
軽
微
な
不
法
占
用
物
の
移
動
、
撤
去
等

多
数
の
関
係
機
関
と
の
調
整
を
要
す
る
防
災
計
画
の
策
定
等
、
不
法
占
用
者

に
対
す
る
退
去
（
撤
去
）
に
関
す
る
警
告
、
監
督
処
分
に
関
す
る
事
務
等

委
託
不
適

委
託
可

管
理

現
地
調
査
、
資
料
収
集
整
理
、
輸
送
協
力
、
応
急
復
旧
協
力
等

洪
水
予
報
・
水
防
警
報
の
発
信
、
洪
水
時
に
お
け
る
緊
急
措
置
の
指
示
、
通

行
止
め
指
示
、
復
旧
工
法
の
立
案
、
被
災
地
へ
の
応
援
派
遣
等

委
託
不
適

委
託
可

危
機
管
理

地
震
･風
水
害

, 水
質
事
故

修
繕
工
事

, 日
常
管
理

行
政
判
断
・行
政
責
任
等
が
求
め
ら
れ
る
業
務
は
職
員
自
ら
が
当
た
り
、
そ
れ
以
外
の
補
助
的
・
単
純
な
業
務
は

委
託
に
馴
染
む
業
務
と
し
て
民
間
等
へ
の
委
託
化
を
推
進
。

業
務
の
流
れ

委
託
に
係
る
現
況
等
（
例
示
）
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【
道
路
事
業
に
お
け
る
維
持
管
理
】

内
容

維
持
管
理

整
備

７
８
３
件
（
５
８
％
）

５
７
３
件
（
４
２
％
）

工
事
件

数

９
８
５
億
円

（
３
６
％
）

１
，
７
８
４
億
円

（
６
４
％
）

事
業
費

道
路
や
付
属
物
の
保
守
点

検 損
傷
・
老
朽
箇
所
の
修
繕

歩
道
等
交
通
安
全
施
設
の

整
備

除
雪
、
排
雪
等

道
路
情
報
の
収
集
・
提
供

災
害
の
対
応
（
通
行
規
制
、

災
害
復
旧
等
）

地
域
道
路
防
災
体
制
の
確

立 道
路
の
占
用
許
可

不
法
占
用
対
応

苦
情
対
応

な
ど

高
規
格
幹
線
道
路
の
整
備

バ
イ
パ
ス
の
整
備

道
路
の
拡
幅

道
路
線
形
の
改
良

な
ど
の
計
画
、
調
査
、
設
計
、

積
算
、
監
督
に
係
る
業
務

道
路

事
業

北
海
道
の
国
道
に
お
い
て
は
、
ス
ト
ッ
ク
の
増
大
と
老
朽
化
に

よ
り
管
理
か
し
件
数
は
年
々
増
加
し
て
お
り
、
適
正
な
管
理
水

準
を
保
つ
た
め
に
道
路
管
理
の
強
化
が
必
要
。

管
理
か
し
の
件
数
及
び
原
因
（
H

7～
H

16
）

北
海
道
の
特
徴

道
路
の
維
持
管
理
は
整
備
に
比
べ
事
業
規
模
は
小
さ
い
が
、

人
手
を
要
す
る
業
務
。

国
道
の
維
持
管
理
は
維
持
、
修
繕
、
除
雪
工
事
等
の
他
、
通
行
止
対
応
、
苦
情
対
応
な
ど
対
応
の
遅
れ
が
管
理
か
し
に
関
わ
る
業
務

も
多
い
。
特
に
昨
今
は
、
道
路
ス
ト
ッ
ク
の
増
大
、
老
朽
化
に
伴
い
年
々
管
理
か
し
の
件
数
も
増
大
し
て
お
り
、
適
切
な
管
理
水
準
を
保

つ
た
め
に
、
維
持
管
理
の
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

10

24

46

22
22

33

49

29
32
41

0204060

Ｈ
７
Ｈ
８
Ｈ
９
Ｈ
１０
Ｈ
１１
Ｈ
１２
Ｈ
１３
Ｈ
１４
Ｈ
１５
Ｈ
１６

そ
の
他

1
5
%

蓋
不
全
6
%

穴
ぼ
こ

8
%

安
全
施
設
不
備

1
8
%

落
石
・
崩
土

2
1
%

落
下
物
直
撃

3
2
%

※
国
家
賠
償
法
に
基
づ
く
補
償
件
数

○
一
人
当
た
り
の
国
道
管
理
延
長
は
２
．
８
ｋ
ｍ
で
、
地
方
整
備

局
と
比
較
し
て
約
１
．
５
倍
。

○
積
雪
寒
冷
地
域
で
あ
り
、
除
雪
対
応
、
ツ
ル
ツ
ル
路
面
対
応
、

吹
雪
対
応
な
ど
の
ほ
か
、
雪
崩
な
ど
の
災
害
対
応
も
必
要
。

○
海
岸
線
や
山
岳
部
な
ど
急
峻
な
地
域
を
通
過
し
、
岩
石
、
落

石
な
ど
の
自
然
災
害
へ
の
対
応
が
必
要
。

○
広
域
分
散
型
社
会
を
形
成
す
る
た
め
管
理
延
長
が
長
く
、
か

つ
都
市
間
に
は
自
然
条
件
の
厳
し
い
峠
が
存
在
。
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【
道
路
事
業
に
お
け
る
維
持
管
理
】

（
参
考
）
北
海
道
の
国
道
（
指
定
区
間
）
延
長
は
全
国
の
２
９
％

全
国
：
２
２
，
０
７
３

km
北
海
道
：
６
，
４
８
４

km

（
H

16
.4

.1
現
在
）

◆
道
内
国
道
の
通
行
止
め
時
間
は
他
ブ
ロ
ッ
ク
合
計

の
約
３
倍

（
過
去
５
年
合
計
：
国
道
（
指
定
区
間
）
対
象
）

◆
苦
情
・
問
合
わ
せ
件
数
は
年
々
増
加
し
て
お
り
、

平
成
１
６
年
度
は
年
間
９
，
６
８
０
件

○
通
行
止
め
は
、
１
事
務
所
等
当
た
り
、
年
間
平
均

９
０
時
間
に
及
び
、
情
報
収
集
や
現
地
対
応
、
委
託
・

請
負
業
者
へ
の
指
示
、
関
係
機
関
と
の
調
整
等
を

行
っ
て
い
る
。

災
害
発
生
か
ら
供
用
ま
で
の
職
員
の
対
応

①
委
託
者
等
か
ら
の
災
害
発
生
の
通
報
を
受
け
て
、
現

地
確
認

②
通
行
規
制
の
実
施
（
請
負
業
者
へ
の
指
示
、
迂
回
路

設
定
の
た
め
の
関
係
機
関
と
の
調
整
）

③
道
路
利
用
者
等
へ
の
情
報
提
供
の
判
断

④
復
旧
検
討
（
工
法
検
討
、
関
係
機
関
と
の
調
整
、
設

計
・
積
算
）

⑤
復
旧
作
業
（
請
負
業
者
へ
の
指
示
、
監
督
）

⑥
供
用
の
た
め
の
現
地
確
認

○
事
務
所
に
寄
せ
ら
れ
る
苦
情
・
問
合
わ
せ
は
年
々

増
加
し
て
い
る
。
平
成
１
６
年
度
の
実
績
で
は
、
１
事

務
所
当
た
り
４
４
０
件
に
も
及
び
、
そ
の
処
理
の
た
め
、

苦
情
者
と
の
現
地
対
応
、
請
負
業
者
へ
の
指
導
、
関

係
機
関
と
の
調
整
等
を
行
っ
て
い
る
。

1
,
6
7
4

4
,
1
2
7

3
,
9
8
3

7
,
2
7
7

9
,
6
8
0

0

2
,
0
0
0

4
,
0
0
0

6
,
0
0
0

8
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

H
1
2

H
1
3

H
1
4

H
1
5

H
1
6

通
行
規
制
時
間
(豪
雨
、
地
震
、
豪
雪
、
地
吹
雪
な
ど
の
要
因
）

7
,1
29

2
0
,3
2
9

0

5
,0
0
0

1
0
,0
0
0

1
5
,0
0
0

2
0
,0
0
0

2
5
,0
0
0

他
ブ
ロ
ッ
ク
合
計

北
海
道

通行規制時間（単位：ｈ）
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在職状況 様式

実員数
１８歳以下
１９歳 19
２０歳 21
２１歳 66
２２歳 67
２３歳 113
２４歳 128
２５歳 145
２６歳 171
２７歳 205
２８歳 241
２９歳 233
３０歳 314
３１歳 326
３２歳 320
３３歳 242
３４歳 209
３５歳 183
３６歳 140
３７歳 148
３８歳 152
３９歳 149
４０歳 141
４１歳 166
４２歳 162
４３歳 184
４４歳 146
４５歳 171
４６歳 116
４７歳 134
４８歳 112
４９歳 126
５０歳 107
５１歳 113
５２歳 111
５３歳 110
５４歳 98
５５歳 86
５６歳 114
５７歳 140
５８歳 189
５９歳 106
６０歳 89
６１歳
６２歳
６３歳
６４歳
計 6313

府省名 国土交通省
対象事項名 北海道開発関係
年 １７年

※平成１７年１月１５日現在員
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実
員
数
（
平
成
１
７
年
１
月
１
５
日
現
在
）

0

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

2
2
0

2
4
0

2
6
0

2
8
0

3
0
0

3
2
0

3
4
0

１
８歳

以
下

２
０歳

２
２歳

２
４歳

２
６歳

２
８歳

３
０歳

３
２歳

３
４歳

３
６歳

３
８歳

４
０歳

４
２歳

４
４歳

４
６歳

４
８歳

５
０歳

５
２歳

５
４歳

５
６歳

５
８歳

６
０歳

６
２歳

６
４歳

（
年
齢
）

（
人
数
）
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